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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホームネットワークと訪問ネットワークを有する無線システムにおけるホーム・ロケー
ション・レジスタ(ＨＬＲ)の故障を復旧させる方法において前記ホームネットワークは前
記ホーム・ロケーション・レジスタ(ＨＬＲ)を有し、前記訪問ネットワークは少なくとも
１つのビジター・ロケーション・レジスタ(ＶＬＲ)を有し、前記訪問ネットワークは前記
少なくとも１つのＶＬＲと前記ＨＬＲが通信するためのゲートウェイ・ロケーション・レ
ジスタ(ＧＬＲ)を有する前記方法において、
　前記ＧＬＲにより、ＨＬＲからの第１リセット・メッセージを受信するステップであっ
て、前記第１リセット・メッセージは、前記ＨＬＲに対するホーム・ロケーション・レジ
スタ番号を含む前記受信ステップと、
　前記ＧＬＲにより、前記訪問ネットワークにより現にサービスされているどの移動加入
者が前記ＨＬＲに関連するか判断するステップと、
　前記ＧＬＲから、前記ＨＬＲに関連する移動加入者に現にサービスする複数のＶＬＲへ
第２リセット・メッセージを送出するステップと、
　前記ＧＬＲにより、前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者に対する前記複数のＶＬＲか
らロケーション更新メッセージを受信するステップと、
　前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者に対する前記ロケーション更新メッセージを前記
ＧＬＲから前記ＨＬＲへ送出するステップを備えた方法。
【請求項２】
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　前記第１及び第２リセット・メッセージは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージである請求
項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１リセット・メッセージ及び前記第２リセット・メッセージは、ホーム・ロケー
ション・レジスタ認識リストを含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第２リセット・メッセージは、ゲートウェイ・ロケーション・レジスタ番号を含み
、更に、
　各ＶＬＲにより、前記ゲートウェイ・ロケーション・レジスタ番号、又は前記ホーム・
ロケーション・レジスタを使用して前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者を認識するステ
ップを備えた請求項３記載の方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　前記ＧＬＲにより前記どの移動加入者が前記ＨＬＲに関連するか判断する前記ステップ
において、各移動加入者に関連するレコードに記憶した移動加入者認識の地域コード及び
宛先国コードと、前記ホーム・ロケーション・レジスタ番号の地域コード及び宛先国コー
ドとを比較する前記方法。
【請求項６】
　更に、
　前記複数のＶＬＲの１つにより、前記第２リセット・メッセージを受信するステップと
、
　受信した前記複数のＶＬＲの前記１つによって、前記第２リセット・メッセージにホー
ム・ロケーション・レジスタ認識リストが存在するか否かを判断するステップと
を備えている請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記移動加入者の認識は、国際的な移動加入者の認識である請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記ロケーション更新メッセージは、ＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセ
ージである請求項１記載の方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、
　前記ＧＬＲにより前記どの移動加入者が前記ＨＬＲに関連するか判断する前記ステップ
において、前記第１リセット・メッセージに受信した前記ホーム・ロケーション・レジス
タ番号と、前記ＧＬＲにおける移動加入者レコードに記憶されたホーム・ロケーション・
レジスタ番号とを比較する前記方法。
【請求項１０】
　請求項３記載の方法において、前記ロケーション更新メッセージを前記ＧＬＲから前記
ＨＬＲへ送出する前記ステップの後で行われる下記の、
　前記ＶＬＲにより前記ホーム・ロケーション・レジスタ認識リストを使用して前記ＨＬ
Ｒに関連する移動加入者を認識するステップと、
　前記ＶＬＲ内において、前記ＨＬＲに関連する各移動加入者に対し、前記ＨＬＲにおけ
る位置情報確認済みフラグを未確認状態にセットするステップと
を実行する前記方法。
【請求項１１】
　請求項３記載の方法において、前記ＧＬＲから前記ＶＬＲへ前記第２リセット・メッセ
ージを送出する前記ステップの後で行われる下記の、
　前記ＶＬＲにより前記ホーム・ロケーション・レジスタ認識リストが所定のパターンを
含むか否かを判断するステップと、
　前記ＶＬＲ内において、前記ホーム・ロケーション・レジスタ認識リストが所定のパタ
ーンを含むときは、他のネットワークから全ての訪問移動加入者に対してＨＬＲにおける
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位置情報確認済みフラグを未確認状態にセットするステップと
を実行し、
　前記ホーム・ロケーション・レジスタ認識リストが所定のパターンを含まないときは、
　　　前記ＶＬＲにより前記ホーム・ロケーション・レジスタ認識リストを使用してどの
移動加入者が前記ＨＬＲに関連するかを導き出すステップと、
　　　前記ＶＬＲ内において、前記ＨＬＲに関連する各移動加入者に対し、ＨＬＲにおけ
る位置情報確認済みフラグを未確認状態にセットするステップと
を実行する前記方法。
【請求項１２】
　請求項１記載の方法において、
　前記第２リセット・メッセージは、ホーム・ロケーション・レジスタ番号パラメータを
含み、前記ＧＬＲから前記ＶＬＲへ前記第２リセット・メッセージを送出する前記ステッ
プの後で行われる下記の、
　前記ＶＬＲにより前記第２リセット・メッセージの前記ホーム・ロケーション・レジス
タ番号パラメータにおける受信した番号が前記ＧＬＲの番号と一致するか否かを判断する
ステップと、
　前記ホーム・ロケーション・レジスタ番号パラメータにおける受信した番号が前記ゲー
トウェイ・ロケーション・レジスタの番号と一致するときは、前記ＶＬＲにより他のネッ
トワークから全ての訪問移動加入者に対し、前記ＨＬＲにおける位置情報確認済みフラグ
を未確認状態にセットするステップと
を実行する前記方法。
【請求項１３】
　前記ホーム・ロケーション・レジスタ番号パラメータにおける受信した番号が前記ＧＬ
Ｒの番号と一致しないときは、
　前記ＶＬＲに記憶した移動加入者認識から得た地域コード及び宛先国コードと、前記受
信したホーム・ロケーション・レジスタ番号パラメータの宛先国コードとの一致により、
どの移動加入者が前記ＨＬＲに関連するかを導き出すステップと、
　前記ＨＬＲに関連する各移動加入者に対し、前記ＨＬＲにおける位置情報確認済みフラ
グを未確認状態にセットするステップと
を実行する請求項１２記載の前記方法。
【請求項１４】
　更に、前記ＧＬＲから前記ＶＬＲへ前記第２リセット・メッセージを送出する前記ステ
ップの後で行われる下記の、
　前記ＶＬＲにより前記ＶＬＲに記憶した移動加入者認識から導き出した地域コード及び
宛先国コードと、前記受信したホーム・ロケーション・レジスタ番号パラメータの地域コ
ード及び宛先国コードとの一致により、どの移動加入者が前記ＨＬＲに関連するかを導き
出すステップと、
　前記ＨＬＲに関連する各移動加入者に対し、前記ＨＬＲにおける位置情報確認済みフラ
グを未確認状態にセットするステップと
を実行する請求項１記載の前記方法。
【請求項１５】
　前記第２リセット・メッセージはホーム・ロケーション・レジスタ番号パラメータを含
み、更に、前記ＧＬＲから前記ＶＬＲへ前記第２リセット・メッセージを送出する前記ス
テップの後で行われる下記の、
　前記ＶＬＲにより、各移動加入者に対し、前記受信したホーム・ロケーション・レジス
タ番号パラメータと、前記ＶＬＲに記憶したホーム・ロケーション・レジスタ番号との一
致により、前記移動加入者を導き出すステップと、
　一致があったか否かを判断するステップと、
　一致がなかったときは、前記ＶＬＲに記憶した移動加入者認識から導き出した地域コー
ド及び宛先国コードと、前記受信したホーム・ロケーション・レジスタ番号パラメータの
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地域コード及び宛先国コードとの一致により、移動加入者を導き出すステップと、
　各移動加入者に対し、前記ＨＬＲにおける位置情報確認済みフラグを未確認状態にセッ
トするステップと
を実行する請求項１記載の前記方法。
【請求項１６】
　ホームネットワークと訪問ネットワークを有し、前記ホームネットワーク内のホーム・
ロケーション・レジスタ(ＨＬＲ)のため故障復旧を行う無線通信システムにおける故障復
旧システムであって、
　前記ＨＬＲ内のメッセージ手段であって、故障の修復中に第１リセット・メッセージを
前記訪問ネットワーク内のゲートウェイ・ロケーション・レジスタ(ＧＬＲ)へ送出する前
記メッセージ手段であって、前記第１リセット・メッセージは、前記ＨＬＲに対するホー
ム・ロケーション・レジスタ番号を含む前記メッセージ手段と、
　前記ＧＬＲにより、前記訪問ネットワークにより現にサービスされているどの移動加入
者が前記ＨＬＲに関連するか判断する判断手段と、
　前記ＧＬＲ内にあって、前記ＧＬＲから前記ＨＬＲに関連する移動加入者に現にサービ
スする少なくとも１つのビジター・ロケーション・レジスタ(ＶＬＲ)へ第２リセット・メ
ッセージを送出し、前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者に対する前記複数のＶＬＲの各
ＶＬＲからロケーション更新メッセージを受信するメッセージ手段と、
　各ＶＬＲ内にあって、各ＶＬＲにおいて前記ＧＬＲから受信した前記第２リセット・メ
ッセージに応答して、前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者の位置更新を行う位置更新手
段と、
　前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者に対する前記ロケーション更新メッセージを前記
ＶＬＲから前記ＧＬＲへ送出するＶＬＲ内送出手段とを備えた故障復旧システム。
【請求項１７】
　前記第１リセット・メッセージ及び前記第２リセット・メッセージは、ＭＡＰ　ＲＥＳ
ＥＴメッセージである請求項１６記載の故障復旧システム。
【請求項１８】
　前記第１リセット・メッセージ及び前記第２リセット・メッセージは、ホーム・ロケー
ション・レジスタ認識リストを含む請求項１６記載の故障復旧システム。
【請求項１９】
　前記ＶＬＲは、前記ＧＬＲから受信した前記第２リセット・メッセージ内のゲートウェ
イ・ロケーション・レジスタ番号又はホーム・ロケーション・レジスタ認識リストを使用
して、前記ＨＬＲに関連する移動加入者を認識する請求項１８記載の故障復旧システム。
【請求項２０】
　請求項１６記載の故障復旧システムにおいて、
　前記移動加入者に関連するレコードに記憶された移動加入者認識の地域コード及び宛先
国コードと、前記ホーム・ロケーション・レジスタ番号の地域コード及び宛先国コードと
を比較することにより、前記ＨＬＲに関連する移動加入者を判断する手段、
を各ＶＬＲ内に備えた故障復旧システム。
【請求項２１】
　ホームネットワークを有する無線システムに含まれる訪問ネットワーク内に位置するゲ
ートウェイ・ロケーション・レジスタ(ＧＬＲ)であって、前記ホームネットワーク内に位
置するホーム・ロケーション・レジスタ(ＨＬＲ)の故障を復旧させるＧＬＲであって、
　前記ＧＬＲは、
　前記ＨＬＲと通信し、前記訪問ネットワーク内に位置する少なくとも１つのビジター・
ロケーション・レジスタ(ＶＬＲ)と通信するメッセージ手段を有し、
　前記メッセージ手段は、
　ＨＬＲの故障復旧の間に前記ＨＬＲからの第１リセット・メッセージを受信するステッ
プであって、前記第１リセット・メッセージは、前記ＨＬＲに対するホーム・ロケーショ
ン・レジスタ番号を含む前記受信ステップと、
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　前記ＶＬＲにより現にサービスされている前記ＨＬＲに関連する移動加入者の認識を各
ＶＬＲに導かせるための情報を含む第２リセット・メッセージを、前記ＧＬＲから、前記
ＨＬＲに関連する少なくとも１つの移動加入者に現にサービスする各ＶＬＲへ送出するス
テップと、
　前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者に対する前記複数のＶＬＲのそれぞれからロケー
ション更新メッセージを受信するステップと、
　前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者に対する前記ロケーション更新メッセージを前記
ＨＬＲへ送出するステップとを実行し、
　前記ＧＬＲは更に、
　前記ＨＬＲからの受信した前記第１リセット・メッセージに応じ、前記訪問ネットワー
ク内のどの移動加入者が前記ＨＬＲに関連するか、及び、どのＶＬＲが前記ＨＬＲに関連
する移動加入者を現にサービスしているかを前記ＧＬＲにより判断する手段を有する前記
ＧＬＲ。
【請求項２２】
　ホームネットワークを有する無線システムに含まれる訪問ネットワーク内に位置するビ
ジター・ロケーション・レジスタ(ＶＬＲ)であって、前記ホームネットワーク内に位置す
るホーム・ロケーション・レジスタ(ＨＬＲ)の故障を復旧させる前記ＶＬＲにおいて、
　前記ＶＬＲは、
　前記訪問ネットワーク内に位置するゲートウェイ・ロケーション・レジスタ(ＧＬＲ)と
通信するメッセージ手段を有し、前記ＨＬＲと前記ＶＬＲは前記ＧＬＲを介して通信する
前記メッセージ手段を有し、
　前記メッセージ手段は、
　ＨＬＲの故障復旧の間に前記ＧＬＲからリセット・メッセージを受信するステップと、
　前記ＶＬＲにより現にサービスされている前記ＨＬＲに関連する移動加入者のための位
置更新メッセージを、前記ＧＬＲへ送出するステップと、
を実行し、
　前記ＶＬＲは更に、
　前記ＶＬＲにより現にサービスされている前記ＨＬＲに関連する移動加入者の認識を前
記リセット・メッセージから導き出す手段と、
　前記ＶＬＲにより現にサービスされている前記ＨＬＲに関連する移動加入者のための前
記位置情報を更新する手段と、
を有し、前記更新する手段は、前記更新した位置情報を前記メッセージ手段に送信する前
記ＶＬＲ。
【請求項２３】
　請求項２２記載のＶＬＲであって、
　前記ＧＬＲから受信した前記リセット・メッセージが前記ＧＬＲのためのリセット・メ
ッセージか、前記ＨＬＲのためのリセット・メッセージかを判断する手段を有する前記Ｖ
ＬＲ。
【請求項２４】
　請求項２３記載のＶＬＲであって、
　前記ＧＬＲから受信した前記リセット・メッセージが前記ＧＬＲのためのリセット・メ
ッセージであるとの判断に応じ、前記更新手段は、他のネットワークから訪問する全ての
移動加入者のための前記位置情報を更新する前記ＶＬＲ。
【請求項２５】
　請求項２４記載のＶＬＲであって、
　前記ＧＬＲから受信した前記リセット・メッセージが前記ＨＬＲのためのリセット・メ
ッセージであるとの判断に応じ、前記導き出す手段は前記ＨＬＲに関連する移動加入者の
認識を導き出し、前記更新手段は、前記ＨＬＲに関連する前記移動加入者だけのための前
記位置情報を更新する前記ＶＬＲ。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
（背景）
本発明は、移動通信システムに関し、特にゲートウェイ・ロケーション・レジスタがビジ
ター・ロケーション・レジスタにサービスをしているシステムにおける故障からホーム・
ロケーション・レジスタを復旧させることに関する。
【０００２】
図１は、全地球移動通信システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ
　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ:ＧＳＭ）標準による無線通信システムを示す。ＧＳＭ標
準は、均一のインターフェースを提供して種々の国の移動通信加入者が、その現在位置と
無関係に、それらの移動装置を動作できるように設計される。移動加入者は、典型的には
、移動加入者のホーム陸上移動ネットワーク（ｈｏｍｅ　ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏ
ｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ：ＨＰＬＭＮ）１１０と示されるネットワークにより加入して
いる。ＨＰＬＭＮ１１０は、ホーム・ロケーション・レジスタ（ｈｏｍｅ　ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ：ＨＬＲ）１１５を有し、これには、なかんずく、移動加入者に
提供されるサービスに関する種々の情報が収容される。移動加入者が訪問公衆陸上移動ネ
ットワーク（ｖｉｓｉｔｅｄ　ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ
：ＶＰＬＭＮ）１２０と呼ばれる異なるネットワークにローミングするときは、ＶＰＬＭ
Ｎは、移動加入者の加入に関して一定のデータが必要となる。移動加入者の加入に関する
データは、移動加入者プロファイルとして知られている。移動加入者プロファイルは、ホ
ーム・ロケーション・レジスタからＶＰＬＭＮ１２０内のビジター・ロケーション・レジ
スタ（ｖｉｓｉｔｏｒ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ：ＶＬＲ）に転送される。
【０００３】
ＧＳＭシステムでは、ＶＬＲとＨＬＲとの間のネットワーク間信号を減少させるために、
移動加入者に現在サービスをしている移動サービス交換局（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｗｉｔｃｈ
ｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ:ＭＳＣ）と関連するＶＬＲに移動加入者のデータを記憶している
。ＧＳＭシステム内に複数のＶＬＲを分散化する（即ち、各ＭＳＣがＶＬＲを装備する）
と、ネットワーク間信号も同様に減少する。従って、例えば移動加入者がＭＳＣ／ＶＬＲ
１３０により制御されているＶＰＬＭＮ１２０の領域をローミングしているときは、ＨＬ
Ｒ１１５がＭＳＣ／ＶＬＲ１３０へ移動加入者プロファイルを転送する。同様に、移動加
入者がＭＳＣ／ＶＬＲ１３５により制御された領域内をローミングすると、ＨＬＲ１１５
がＭＳＣ／ＶＬＲ１３５へ移動加入者プロファイルを転送する。図１はＭＳＣ／ＶＬＲを
単一ネットワーク・ノードとして示しているが、当該技術分野に習熟する者は、ＭＳＣ及
びＶＬＲを別個的な複数のネットワーク構成要素として実施可能なことを認識すべきであ
る。
【０００４】
ＧＳＭと他形式のシステムとの両立性を増大するために、将来のＧＳＭ標準バージョンは
、更に汎用移動電気通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＵＭＴＳ）とも呼ばれ、他の移動通信システムの
構成要素に組み込まれることなる。例えば、日本のパーソナル・ディジタル・セルラ（Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ：ＰＤＣ）システムは、ゲートウェ
イ・ロケーション・レジスタ（ｇａｔｅｗａｙ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ：
ＧＬＲ）として知られたネットワーク間信号を減少させるために使用されるネットワーク
・ノードを含む。図２は、ＰＤＣシステムによる例示的な移動通信システムを示す。ＧＳ
Ｍシステムのように、ホーム・ネットワーク２１０は、移動加入者プロファイルを収容し
ているＨＬＲ２１５を含む。移動加入者が訪問ネットワーク２２０にローミングすると、
移動加入者プロファイルがＧＬＲ２２５に転送される。ＧＳＭの用語では、他ネットワー
クからローミングする全ての移動加入者に対するＶＬＲとして、ＧＬＲを説明することが
できる。従って、各ネットワークには１ＧＬＲのみ必要である。
【０００５】
図３は、ＰＤＣシステムのＧＬＲに関連する例示的なＵＭＴＳシステムを示す。ＨＰＬＭ
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Ｎ３１０の移動加入者がＶＰＬＭＮ３２０にローミングすると、ＨＬＲ３１５は、移動加
入者プロファイルをＧＬＲ３２５へ転送する。次いで、移動加入者がＶＰＬＭＮ３２０内
のどの領域をローミングしているかに従って、ＧＬＲ３２５は、移動加入者プロファイル
をそれぞれのＭＳＣ／ＶＬＲ３３０、３３５又は３４０へ転送する。一旦移動加入者がＶ
ＰＬＭＮ３２０にローミングすると、ＨＬＲは移動加入者プロファイルをＧＬＲ３２５へ
転送することが必要となるだけなので、ＧＬＲ３２５をＧＳＭシステムに導入は、ネット
ワーク間信号を減少させる。移動加入者はＶＰＬＭＮ３２０の周辺を移動するので、ＧＬ
Ｒ３２５は、移動加入者プロファイルをＶＰＬＭＮ３２０内の適正なＭＳＣ／ＶＬＲへ転
送する責任がある。
【０００６】
ＶＬＲとＨＬＲとの間でデータを転送するためにＧＳＭ／ＵＭＴＳシステムが使用するプ
ロトコルは、モバイル・アプリケーション部（ｍｏｂｉｌｅ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　
ｐａｒｔ：ＭＡＰ）である。図４は、ＨＬＲが故障の復旧処理をしているときに、ＧＳＭ
システムにおけるＭＡＰプロトコルを使用する通常の方法を示す。ステップ４０５におい
て、ＨＬＲは、不揮発性メモリの内容をそのダイナミック・メモリへロードする。次に、
ステップ４１０により、バックアップ・メモリ内の情報により示されるように、ＨＬＲが
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを、ＨＬＲの移動加入者が現在関連されているＶＬＲへ送
出する。ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ要求メッセージは、ＨＬＲのＥ．１６４番号、任意選択的に
はＨＬＲ認識（Ｉｄ）リストであるＨＬＲ番号を含む。ＨＬＲＩｄリストは、関連ＨＬＲ
に属するＩＭＳＩの先頭ディジタルの可能組み合わせのリストであり、地域コード（ＣＣ
）、ネットワーク・コード、及び宛先国コード（ＮＤＣ）の先頭ディジタルを含む。ステ
ップ４１５において、ＶＬＲは、ＶＬＲによって現在サービスされているどの移動加入者
が、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを送出したＨＬＲに関連されているのかを判断する。
通常のＧＳＭシステムにおいて、ＶＬＲがどの移動加入者が特定のＨＬＲに関連されてい
るのかを判断するのに異なる２方法が存在する。ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ
Ｉｄリスト・パラメータが存在するときは、影響を受ける複数の移動加入者を認識する可
能性があって、これらの移動局は、これらのＩＭＳＩの先頭デジットがＨＬＲＩｄリスト
・パラメータにおけるＨＬＲ認識のうちのいずれかのデジットと一致する。ＨＬＲＩｄリ
スト・パラメータがＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージに存在しないときは、ＭＡＰ　ＲＥＳ
ＥＴメッセージにおけるＨＬＲ番号を使用して影響を受ける複数の移動加入者が導き出さ
れる。即ち、これら影響を受ける移動加入者は、ＶＬＲにおける移動加入者レコードに記
憶されたＨＬＲ番号がＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにおいて受信したＨＬＲ番号と一致
したものである。
【０００７】
ステップ４２０において、ＶＬＲは、影響を受ける全移動加入者に対して「ＨＬＲにおけ
る位置情報確認済み」フラグを「未確認」にセットする。このフラグがセットされると、
影響を受ける各移動加入者との次の認証無線コンタクト時に、ＶＬＲがＭＡＰ　ＵＰＤＡ
ＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセージを強制実行してＨＬＲを更新させる。ステップ４２５
において、ＶＬＲは、関係する移動加入者からの認証無線コンタクトを待機する。ステッ
プ４３０において、ＶＬＲは、関係する移動加入者からの認証無線コンタクトを受信した
か否かを判断する。ＶＬＲが関係する移動加入者から認証無線コンタクトを受信しなかっ
たときは、判断ステップ４３０から「ノー」のパスに従い、ステップ４２５により、ＶＬ
Ｒは待機し続ける。ＶＬＲが関係する移動加入者から認証無線コンタクトを受信すると、
判断ステップ４３５により、ＶＬＲは、ＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセ
ージをＨＬＲへ送出して、ＶＬＲが関係する移動加入者にサービスをしていることを示す
。ＶＬＲからＨＬＲへ送出した位置更新は、再起動したＨＬＲの移動加入者データを漸次
復元して確認をする。
【０００８】
ＧＬＲはＵＭＴＳシステム内の任意選択的な構成要素なので、ＭＡＰ手順は、ネットワー
クにおけるＧＬＲの存在の有無から完全に独立している必要がある。従って、ＶＬＲに対
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するＨＬＲインターフェース、及びＨＬＲに対するＶＬＲインターフェースを使用するこ
とにより、ＧＬＲは完全にトランスペアレントである必要がある。しかしながら、ネット
ワークにおけるＧＬＲの二重性のために、ＨＬＲによるＶＬＲの動作として、またＶＬＲ
によるＨＬＲ動作として同時に認識される方法により、ＧＬＲが動作することは困難と思
われる。このような１例は、ＨＬＲの偽りの復旧動作となる。
【０００９】
通常のＧＳＭ　ＵＭＴＳシステムにおいて、ＧＬＲがＶＬＲを含むＶＰＬＭＮに付加され
たときは、ＨＬＲがＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージをＶＬＲに代わって、ＧＬＲへ送出す
る。しかしながら、ＧＳＭ　ＭＡＰプロトコルは、ネットワークにおけるＧＬＲについて
考慮していないので、ゲートウェイ・ロケーション・レジスタがビジター・ロケーション
・レジスタにサービスをしている領域に、その影響を受ける移動加入者のうちのいくつか
が配置されたときは、どのようにしてＨＬＲを故障から復旧させるべきかを定義する手順
が存在しない。
【００１０】
従って、ゲートウェイ・ロケーション・レジスタ及びビジター・ロケーション・レジスタ
を含むＵＭＴＳシステムにおけるＨＬＲの故障を復旧させる方法及び装置が得られること
が望ましい。更に、ＧＳＭ　ＭＡＰプロトコルに違反することなく、即ち特殊なメッセー
ジ・シーケンスに違反することなく、特殊なメッセージフォーマットを使用して実行され
ることが望ましい。
【００１１】
（要約）
本発明の実施例によれば、ホーム・ロケーション・レジスタの故障を復旧させる方法及び
装置が提供される。前記ホーム・ロケーション・レジスタからのリセット・メッセージを
ゲートウェイ・ロケーション・レジスタが受信する。このリセット・メッセージは、前記
ホーム・ロケーション・レジスタ用のホーム・ロケーション・レジスタ番号を含む。前記
ゲートウェイ・ロケーション・レジスタは、他のリセット・メッセージをビジター・ロケ
ーション・レジスタへ送出する。前記他のリセット・メッセージは、前記ゲートウェイ・
ロケーション・レジスタに対するゲートウェイ・ロケーション・レジスタ番号を含む。代
替として、前記他のリセット・メッセージは、前記ホーム・ロケーション・レジスタ及び
前記ホーム・ロケーション・レジスタ識別リストに対するホーム・ロケーション・レジス
タ番号を含む。
【００１２】
本発明のこの特徴によれば、前記リセット・メッセージ及び前記他のリセット・メッセー
ジは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージであってもよい。加えて、前記ゲートウェイ・ロケ
ーション・レジスタは、前記ホーム・ロケーション・レジスタに関連する移動加入者を判
断することができ、また前記ゲートウェイ・ロケーション・レジスタは、前記ビジター・
ロケーション・レジスタが前記移動加入者にサービスをしていることを判断する。更に、
前記リセット・メッセージ及び前記他のリセット・メッセージは、ホーム・ロケーション
・レジスタ識別リストを含み得る。加えて、前記ビジター・ロケーション・レジスタは、
前記ゲートウェイ・ロケーション・レジスタ番号又は前記ホーム・ロケーション・レジス
タ番号を使用して影響を受ける移動加入者を識別することができる。
【００１３】
本発明の他の特徴によれば、前記ホーム・ロケーション・レジスタからのリセット・メッ
セージをゲートウェイ・ロケーション・レジスタが受信し、前記リセット・メッセージは
、ホーム・ロケーション・レジスタ番号を含む。前記ホーム・ロケーション・レジスタに
関連する移動加入者は、前記移動加入者に関連するレコードに記憶した移動加入者認識の
地域コード及び宛先国コードと、前記ホーム・ロケーション・レジスタ番号の地域コード
及び宛先国コードとを比較することにより、判断される。代替として、前記ホーム・ロケ
ーション・レジスタに関連する移動加入者は、前記リセット・メッセージにおいて受信し
た前記ホーム・ロケーション・レジスタ番号と、前記ゲートウェイ・ロケーション・レジ
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スタにおける移動加入者レコードに記憶されたホーム・ロケーション・レジスタ番号とを
比較することにより、判断されてもよい。
【００１４】
本発明のこの特徴によれば、前記ゲートウェイ・ロケーション・レジスタは、前記移動加
入者に現在サービスをしているビジター・ロケーション・レジスタを判断する。他のリセ
ット・メッセージは、前記移動加入者に現在サービスをしていると判断されたビジター・
ロケーション・レジスタへ送出される。更に、前記他のリセット・メッセージは、前記ビ
ジター・ロケーション・レジスタにより受信され、また前記他のリセット・メッセージに
おけるホーム・ロケーション・レジスタ識別リストが存在するか否かについて判断される
。
【００１５】
ここで、添付図面を参照して本発明を説明する。
【００１６】
（詳細な説明）
以下の説明において、本発明の十分な理解が得られるように、特定シーケンスのネットワ
ーク内及び間の信号、メッセージ形式等のような特定の詳細を限定的ではなく、説明を目
的として述べる。しかしながら、これらの特定的な詳細から離れた他の実施例に本発明を
実施できることは、当該技術分野に習熟する者において明らかである。他の例において、
周知の方法、装置及びネットワーク構成要素の詳細な説明は、本発明の説明が不明確とな
らない限り省略される。
【００１７】
ここで説明する例示的な無線通信システムは、ＵＭＴＳシステムにより動作しているもの
として説明されている。しかしながら、当該技術分野に習熟する者は、ネットワーク間の
信号を減少させるためにゲートウェイを使用した他の移動通信システムにおいても本発明
が実施可能であることを認識すべきである。
【００１８】
図５は、本発明の一実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしているＵＭ
ＴＳにおけるＧＬＲの動作について示す。ステップ５０５において、ＧＬＲは、ＨＬＲか
らＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを受信する。判断ステップ５１０において、ＧＬＲは、
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが存在するか否かを判断する。ＭＡ
Ｐ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが存在しないときは、判断ステップ５１
０から「ノー」のパスに従い、ステップ５１５において、ＧＬＲは、受信したＨＬＲ番号
を使用してどの移動加入者がＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを送出したＨＬＲに関連され
ているかを判断する。ＧＬＲは、受信した番号と、ＧＬＲに記憶した移動加入者レコード
におけるＨＬＲ番号レコード構成要素に記憶した番号とを比較することにより、又は国際
的な移動加入者の識別（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ：ＩＭＳＩ）から導き出した地域コード（Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏ
ｄｅ：ＣＣ）及び宛先国コード（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ
）の（ＣＣ＋ＮＤＣ）と、受信したＨＬＲ番号のＣＣ＋ＮＤＣとの一致により、どの移動
加入者がＨＬＲに関連されているかを判断することができる。
【００１９】
「ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ」メッセージに「ＨＬＲ　Ｉｄ」リストが存在しているときは、判
断ステップ５１０から「イエス」のパスに従い、ステップ５２０において、ＧＬＲは、「
ＨＬＲ　Ｉｄ」リストを使用してどの移動加入者が「ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ」メッセージを
送出したＨＬＲと関連されているかを判断する。ステップ５１５又はステップ５２０によ
り、一旦、ＧＬＲがＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを送出したＨＬＲに関連する移動加入
者を判断すると、ステップ５２５において、ＧＬＲは、影響を受ける各移動加入者、即ち
故障から復旧するＬＲに関連する各移動加入者についてＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡ
ＴＩＯＮメッセージをＨＬＲへ送出する。
【００２０】
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図６Ａ及び６Ｂは、本発明の他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理を
しているＵＭＴＳシステムにおけるＧＬＲの動作について示す。ステップ６０５において
、ＧＬＲは、ＨＬＲからＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを受信する。ステップ６１０にお
いて、ＧＬＲは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが存在するか否か
を判断する。ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが存在しないときは、
判断ステップ６１０から「ノー」のパスに従い、ステップ６１５において、ＧＬＲは、受
信したＨＬＲ番号を使用してどの移動加入者がＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを送出した
ＨＬＲと関連されているかを判断する。ＧＬＲは、受信した番号と、ＧＬＲに記憶した移
動加入者レコードにおけるＨＬＲ番号レコード構成要素に記憶した番号とを比較すること
により、又はＩＭＳＩから導き出した「ＣＣ＋ＮＤＣ」と、受信したＨＬＲ番号のＣＣ＋
ＮＤＣとの一致により、どの移動加入者がＨＬＲに関連されているかを判断することがで
きる。
【００２１】
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが存在するときは、判断ステップ６
１０から「イエス」のパスに従い、ステップ６２０において、ＧＬＲは、「ＨＬＲ　Ｉｄ
」リストを使用してどの移動加入者が「ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ」メッセージを送出したＨＬ
Ｒと関連されているかを判断する。ステップ６１５又はステップ６２０において、一旦、
ＧＬＲがＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを送出したＨＬＲに関連する移動加入者を判断す
ると、ステップ６２５において、ＧＬＲは、ＨＬＲに関連するＧＬＲによりサービスされ
る各移動加入者について、ＨＬＲにおける位置情報確認済みフラグを「未確認」にセット
する。ステップ６３０において、ＧＬＲは、ＨＬＲ番号の代わりに、ＨＬＲに関連する移
動加入者のうちの少なくとも１移動加入者を配置した各ＶＬＲに対して、ＧＬＲを含むＭ
ＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを送出する。
【００２２】
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージは、ＶＬＲが影響を受ける移動加入者のうちの１移動加入
者と次の認証無線コンタクトすることにより、ＧＬＲによる位置更新手順を開始させるこ
とになる。従って、ステップ６３５において、ＧＬＲは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージ
を受信したＶＬＲからＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセージを受信する。
ステップ６４０において、ＧＬＲは、ＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセー
ジにおいて認識した移動加入者について「ＨＬＲにおいて位置情報確認済み」フラグを「
未確認」にセットする。その移動加入者について「ＨＬＲにおける位置情報確認」フラグ
を「確認済み」にセットしたとき、即ち、判断ステップ６４０から「ノー」のパスに従い
、ステップ６４５において、ＧＬＲは、通常の位置更新手順に行く、即ちＧＬＲは、「Ｍ
ＡＰ挿入加入者データ」手順を使用してＧＬＲに記憶した移動加入者レコードから加入情
報を送出した後に、ＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮの応答メッセージにより応
答する。
【００２３】
各移動加入者について「ＨＬＲにおける位置情報確認」フラグが「未確認」にセットされ
ていたときは、判断ステップ６４０からの「イエス」に従い、ステップ４５０において、
ＧＬＲは、ＶＬＲから受信したＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセージにお
いて認識された移動加入者についてＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセージ
をＨＬＲへ送出する。ＧＬＲとＨＬＲとの間の位置更新手順を完了し、かつ成功したこと
を確認したときは、ＧＬＲは、「ＨＬＲにおける位置情報確認済み」フラグを「確認済み
」にセットする。この場合は更に、ＧＬＲは、移動加入者データ及びＭＡＰ　ＵＰＤＡＴ
Ｅ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ応答メッセージをＶＬＲへ送出する。
【００２４】
図７Ａ及び７Ｂは、本発明の更に他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処
理をしているＵＭＴＳシステムにおけるＶＬＲの動作について示す。図７Ａ及び７Ｂに示
す方法は、図６Ａ及び６Ｂに関連して前述した方法と同様である。従って、図６Ａ及び６
Ｂについて以上で説明したステップと同一番号を有する図７Ａ及び７Ｂにおけるステップ



(11) JP 4441153 B2 2010.3.31

10

20

30

40

50

は、図６Ａ及び６Ｂに関して以上で説明したと同一の機能を実行する。図６Ａ及び６Ｂに
関連して以上で説明した方法と、図７Ａ及び７Ｂで説明した方法との間の違いは、ステッ
プ７３０にある。ステップ７３０において、ＧＬＲは、ＨＬＲ番号を置換することなく、
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを各ＶＬＲへ送出し、各ＶＬＲでは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ
メッセージを送出したＨＬＲに関連する複数の移動加入者のうちの１移動加入者が配置さ
れている。これに対し、ステップ６３０では、ＧＬＲは、ＨＬＲ番号をＶＬＲに送出した
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにおけるＧＬＲ番号により置換する。図６Ａ及び６Ｂと、
図７Ａ及び７Ｂとを比較すると明らかなように、ＶＬＲに送出したＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメ
ッセージに配置されるのがＨＬＲ番号か又はＧＬＲ番号かは、もはやＧＬＲの動作に影響
することはない。しかしながら、以下で更に詳細に説明するように、ＶＬＲの動作は、Ｍ
ＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージに存在するのがＧＬＲ番号又はＨＬＲ番号かによる。
【００２５】
ＧＬＲがＶＬＲにサービスをしているシステムにおいて、外国ネットワーク内のＨＬＲに
おける再起動を表すＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ表示の場合に、ＶＬＲは、そのシステムに（外国
の）ＨＬＲ及びＧＬＲの両者が存在するという事実に対処できなければならない。換言す
れば、ＶＬＲは、再起動したＨＬＲに属する全ての移動加入者を認識できる必要があるが
、しかしＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ手順を実行するときに、これらの手順
は、丁度ＭＡＰ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ手順のように、ＧＬＲに向けられる必
要がある。
【００２６】
ＧＬＲがＶＬＲにサービスをしているＵＭＴＳシステムでは、ＨＬＲからのＭＡＰ　ＲＥ
ＳＥＴメッセージは、ＧＬＲを介してＶＬＲに送出されるので、ＶＬＲは、好ましくは、
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージがＨＬＲ又はＧＬＲから発送されたか否か、即ちＨＬＲ又
はＧＬＲが故障から復旧しているか否かを判断する必要がある。加えて、ＵＭＴＳシステ
ムにおけるＶＬＲは、ＶＬＲを関連させているＰＬＭＮがＧＬＲを有しないときは、外国
ＰＬＭＮにあるＨＬＲから直接送出されたＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを処理できる必
要がある。更に、ＶＬＲは、ＨＬＲから送出された、ＶＬＲ自身のＰＬＭＮにあるＭＡＰ
　ＲＥＳＥＴメッセージを処理できる必要がある。従って、図８～１０は、ＭＡＰ　ＲＥ
ＳＥＴメッセージを処理する、なかんずく以上で述べた異なる状況にＶＬＲが対処できる
ＵＭＴＳシステムにおけるＶＬＲの例示的な動作を示す。
【００２７】
図８は、ＨＬＲが故障の復旧処理をしているＵＭＴＳシステムにおけるＶＬＲの動作につ
いて本発明の他の実施例による例示的な方法を示す。ステップ８０５において、ＶＬＲは
、ＧＬＲからＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを受信する。ステップ８１０において、ＶＬ
Ｒは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが含まれているか否かを判断
する。ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが含まれているときは、判断
ステップ８１０から「イエス」のパスに従い、ステップ８１５において、ＶＬＲは、ＨＬ
Ｒ　Ｉｄリストを使用して影響を受ける移動加入者を導き出す。次いで、ステップ８３５
において、ＶＬＲは、影響を受ける各移動加入者について「ＨＬＲにおける位置情報確認
済み」フラグを「未確認」にセットする。ステップ８４０において、ＶＬＲは、技術標準
ＧＳＭ０９．０２において指定されている通常のＶＬＲ動作に従い、ここでは引用により
明確に組み込まれる。移動加入者の現在のＶＰＬＭＮにおけるＧＬＲを含むＵＭＴＳシス
テムの場合に、技術標準ＧＳＭ０９．０２において指定されているＶＬＲ動作は、ＶＬＲ
が概要的に、影響を受ける移動加入者と認証された無線コンタクトを待機し、次いでＧＬ
Ｒを介してＨＬＲにより位置更新手順を開始することである。
【００２８】
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが含まれていないときは、判断ステ
ップ８１０から「ノー」のパスに従い、ステップ８２０において、ＶＬＲは、受信したＨ
ＬＲ番号パラメータにおける番号がＶＬＲ自身のネットワークにおけるＧＬＲの番号と一
致するか否かを判断する。ＧＬＲが故障の復旧処理をしているときは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥ
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ＴメッセージのＨＬＲ番号パラメータにおいて受信した番号がＧＬＲ番号と一致する。本
発明の実施例によれば、ＧＬＲによりサービスされているＶＬＲは、ＶＬＲにおけるコン
フィグレーション・データとして、ＧＬＲ番号をプログラムすることができる。ＧＬＲは
故障の復旧処理をしているので、ＧＬＲがＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを送出すれば、
ＧＬＲによりサービスされるＶＬＲによりサービスされている全ての移動加入者は、影響
を受けることになる。従って、受信したＨＬＲ番号パラメータにおける番号がＶＬＲ自身
のネットワークにおけるＧＬＲの番号と一致するときは、判断ステップ８２０から「イエ
ス」のパスに従い、ステップ８２５において、ＶＬＲは、他のネットワークから全ての訪
問移動加入者に対して「ＨＬＲにおける位置確認済み」フラグを「未確認」にセットする
。ステップ８４０において、ＶＬＲは、技術標準ＧＳＭ０９．０２において指定されてい
る通常のＶＬＲ動作に従う。
【００２９】
受信したＨＬＲ番号パラメータがＶＬＲ自身のネットワークにおけるＧＬＲの番号と一致
しないときは、判断ステップ８２０から「ノー」のパスに従い、ステップ８３０において
、ＶＬＲは、ＨＬＲ番号を使用してＶＬＲの移動加入者レコードに記憶されたＩＭＳＩか
ら導き出したＣＣ＋ＮＤＣと、受信したＨＬＲ番号のＣＣ＋ＮＤＣとの一致により、影響
を受けた移動加入者を導き出す。
【００３０】
ＶＬＲがＧＬＲによりサポートされているＰＬＭＮでは、ＧＬＲのないネットワークにお
ける移動加入者に関連されたＨＬＲに対してアドレス指定するメッセージは、ＧＬＲに対
してアドレス指定される。次いで、ＧＬＲは、必要ならば、メッセージを特定のＨＬＲへ
転送する。例えば、関係する移動加入者が既にＧＬＲに登録されているのであれば、ＭＡ
Ｐ　ＵＰＤＡＴＥ　ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセージは、ＨＬＲに転送されない。従って、Ｖ
ＬＲがＧＬＲによりサービスされているシステムでは、ＶＬＲの移動加入者レコードに、
特定の移動加入者に関連するＨＬＲのアドレスに代わって、ＧＬＲのアドレスが記憶され
る。従って、ＶＬＲは、記憶したＨＬＲ番号を使用して、特定のＨＬＲに関連する移動加
入者を導き出すことができない。代わって、ＶＬＲは、受信したＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッ
セージにおけるＨＬＲ番号のＣＣ＋ＮＤＣと共に、移動加入者のＩＭＳＩのＣＣ＋ＮＤＣ
を使用して、ＶＬＲに関連する移動加入者を導き出す。
ステップ８５５において、ＶＬＲは、影響を受ける各移動加入者について「ＨＬＲにおけ
る位置情報確認済み」フラグを「未確認」にセットする。ステップ８４０において、ＶＬ
Ｒは、技術標準ＧＳＭ０９．０２において指定されている通常のＶＬＲ動作に従う。
【００３１】
図９は、本発明の他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしているＵ
ＭＴＳシステムにおけるＶＬＲの動作について示す。本発明のこの実施例によれば、ＧＬ
Ｒは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージがＧＬＲから発送されることを表示し、即ちＧＬＲ
が故障の復旧処理をしていることを表示して、ＶＬＲにより容易に認識可能にするダミー
ＨＬＲ　Ｉｄリスト・パラメータを備えることができる。例えば、ダミーＨＬＲ　Ｉｄリ
スト・パラメータは、ゼロだけ、又はゼロのように、ＶＬＲの製造者によりプログラム可
能とされる、即ちネットワーク特定のコンフィグレーションを必要としない、他の何らか
のダミー・パターンからなるものでもよい。
【００３２】
従って、ステップ９０５において、ＶＬＲは、ＧＬＲからＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージ
を受信する。ステップ９１０において、ＶＬＲは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬ
Ｒ　Ｉｄリストが含まれているか否かを判断する。ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬ
Ｒ　Ｉｄリストが含まれていないときは、判断ステップ９１０から「ノー」のパスに従い
、ステップ９１５において、ＶＬＲは、ＨＬＲ番号を使用してＶＬＲの移動加入者レコー
ドに記憶されたＩＭＳＩから導き出したＣＣ＋ＮＤＣと、受信したＨＬＲ番号のＣＣ＋Ｎ
ＤＣとの一致により、影響を受けた移動加入者を導き出す。ステップ９３５に従って、Ｖ
ＬＲは、影響を受ける各移動加入者に対して「ＨＬＲにおける位置確認済み」フラグを「
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未確認」にセットする。ステップ９４０において、ＶＬＲは、技術標準ＧＳＭ０９．０２
において指定されている通常のＶＬＲ動作に従う。
【００３３】
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが含まれていることをＶＬＲが判断
したときは、判断ステップ９１０から「イエス」のパスに従い、ステップ９２０において
、ＶＬＲは、ＨＬＲ　ＩｄリストがダミーＨＬＲ　Ｉｄリストであるか否かを判断する。
ダミーＨＬＲ　Ｉｄリストは、故障の復旧処理をしているＧＬＲからＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ
メッセージが発送されていることを示しているので、ＶＬＲによりサービスされている全
ての移動加入者が影響を受ける加入者となる。従って、ＨＬＲ　ＩｄリストはダミーＨＬ
Ｒ　ＩｄリストであるとＶＬＲが判断すると、判断ステップ９２０から「イエス」のパス
に従い、ステップ９３０において、ＶＬＲは、他のネットワークからの全ての訪問移動加
入者に対して「ＨＬＲにおける位置確認済み」フラグを「未確認」にセットする。ステッ
プ９４０において、ＶＬＲは、技術標準ＧＳＭ０９．０２において指定されている通常の
ＶＬＲ動作に従う。
【００３４】
ＨＬＲ　ＩｄリストがダミーＨＬＲ　ＩｄリストでないとＶＬＲが判断したときは、ステ
ップ９２０から「ノー」のパスに従い、ステップ９２５において、ＶＬＲは、ＨＬＲ　Ｉ
ｄリストを使用して影響を受ける移動加入者を導き出す。ステップ９３５において、ＶＬ
Ｒは、影響を受けた各移動加入者に対して「ＨＬＲにおける位置情報確認済み」フラグを
「未確認」にセットする。ステップ９４０において、ＶＬＲは、技術標準ＧＳＭ０９．０
２において指定されている通常のＶＬＲ動作に従う。
【００３５】
本発明の更に他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしているＵＭＴ
ＳシステムにおけるＶＬＲの動作について示す。ステップ１００５において、ＶＬＲは、
ＧＬＲからＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージを受信する。ステップ１０１０において、ＶＬ
Ｒは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが含まれているか否かを判断
する。ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが存在するときは、判断ステ
ップ１０１０から「イエス」のパスに従い、ステップ１０１５において、ＶＬＲは、ＨＬ
Ｒ　Ｉｄリストを使用して影響を受ける移動加入者を導き出す。ステップ１０３５におい
て、ＶＬＲは、影響を受ける各移動加入者について「ＨＬＲにおける位置確認済み」フラ
グを「未確認」にセットする。ステップ１０４０において、ＶＬＲは、技術標準ＧＳＭ０
９．０２において指定されている通常のＶＬＲ動作に従う。
【００３６】
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにＨＬＲ　Ｉｄリストが存在しないときは、判断ステップ
１０１０から「ノー」のパスに従い、ステップ１０２０において、ＶＬＲは、ＨＬＲ番号
パラメータにおいて受信した番号を使用して、受信した番号と、ＶＬＲに記憶した移動加
入者レコードにおけるＨＬＲ番号構成要素に記憶している番号との一致により、影響を受
ける移動加入者を導き出す。ステップ１０２５において、ＶＬＲは、ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴ
メッセージにおけるＨＬＲ番号パラメータと、ＶＬＲにおける移動加入者レコードに記憶
されたＨＬＲ番号レコードとの間で一致が見出されるか否かを判断する。ＭＡＰ　ＲＥＳ
ＥＴメッセージにおけるＨＬＲ番号パラメータと、ＶＬＲにおける移動加入者レコードの
うちの少なくとも１レコードに記憶されたＨＬＲ番号レコードとの間で一致が存在すると
ＶＬＲが判断すると、判断ステップ１０２５から「イエス」のパスに従い、ステップ１０
３５において、ＶＬＲは、影響を受ける各移動加入者について「ＨＬＲにおける位置確認
済み」フラグを「未確認」にセットする。ステップ１０４０において、ＶＬＲは、技術標
準ＧＳＭ０９．０２において指定されている通常のＶＬＲ動作に従う。
【００３７】
ＭＡＰ　ＲＥＳＥＴメッセージにおけるＨＬＲ番号パラメータと、ＶＬＲにおける移動加
入者レコードのうちの任意の１レコードに記憶されたＨＬＲ番号レコードとの間で一致が
存在しないとＶＬＲが判断すると、判断ステップ１０２５から「ノー」のパスに従い、ス
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テップ１０３０において、ＶＬＲは、ＨＬＲ番号パラメータを使用して、ＩＭＳＩから導
き出したＣＣ＋ＮＤＣと、受信したＨＬＲ番号パラメータのＣＣ＋ＮＤＣとの一致により
、影響を受けた移動加入者を導き出す。ステップ１０３５において、ＶＬＲは、影響を受
ける各移動加入者について「ＨＬＲにおける位置確認済み」フラグを「未確認」にセット
する。ステップ１０４０において、ＶＬＲは、技術標準ＧＳＭ０９．０２において指定さ
れている通常のＶＬＲ動作に従う。
【００３８】
以上で説明した本発明の実施例は、ＧＳＭ　ＭＡＰ仕様に違反することなく、ＧＬＲ及び
ＶＬＲを含むシステムがＨＬＲの復旧状況について処理できるようにする。メッセージ・
フォーマットは、変更されておらず、またメッセージ・シーケンスは、違反していない。
【００３９】
本発明は、その発明を限定しない実施例により、説明された。他の実施例も勿論可能であ
る。例えば、一実施例において、ＶＬＲ動作は、技術標準ＧＳＭ０９．０２において指定
されているＶＬＲ動作に厳密に従うようにされてもよい。更に、当該技術分野に習熟する
者は、ここで開示した方法が更にＧＰＲＳ移動加入者にサービスをする一般パケット無線
サービス（ｇｅｎｅｒｉｃ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ：ＧＰＲＳ）を
含むＵＭＴＳシステムにも適用可能であることを認識すべきである。他の変形及び変更は
、添付する特許請求の範囲において定義されている本発明の精神及び範囲から逸脱するこ
となく、当該技術分野に習熟する者にとって明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　通常のＧＳＭシステムを示す。
【図２】　通常のＰＤＣシステム示す。
【図３】　ＧＬＲを含むシステムにおけるＵＭＴＳシステムの関係を示す。
【図４】　ＨＬＲが故障の復旧処理をしているときのＧＳＭシステムにおける通常の方法
を示す。
【図５】　本発明の一実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしているＵ
ＭＴＳシステムにおけるＧＬＲの動作について示す。
【図６Ａ】　本発明の他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしてい
るＵＭＴＳシステムにおけるＧＬＲの動作について示す。
【図６Ｂ】　本発明の他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしてい
るＵＭＴＳシステムにおけるＧＬＲの動作について示す。
【図７Ａ】　本発明の更に他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をし
ているＵＭＴＳシステムにおけるＧＬＲの動作について示す。
【図７Ｂ】　本発明の更に他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をし
ているＵＭＴＳシステムにおけるＧＬＲの動作について示す。
【図８】　本発明の他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしている
ＵＭＴＳシステムにおけるＶＬＲの動作について示す。
【図９】　本発明の他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をしている
ＵＭＴＳシステムにおけるＶＬＲの動作について示す。
【図１０】　本発明の更に他の実施例による例示的な方法をＨＬＲが故障の復旧処理をし
ているＵＭＴＳシステムにおけるＶＬＲの動作について示す。
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